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学生の皆さんへ
ふくしま大卒等合同就職面接会が開催されます

　

平
成
21
年
３
月
に
大
学
院
・
大
学
・
短
大
・

高
専
・
専
修
学
校
等
を
卒
業
予
定
の
方
、
平
成

20
年
３
月
に
卒
業
し
就
職
未
内
定
の
方
を
対
象

に
、
県
内
に
就
業
場
所
又
は
営
業
拠
点
を
有
し
、

正
社
員
と
し
て
雇
用
す
る
計
画
の
あ
る
事
業
所

と
、
就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ふ
く
し
ま
大
卒
等
合
同
就
職
面
接
会

●
日　

時

　

11
月
27
日(

木)

午
後
１
時
〜
４
時

●
場　

所

　

ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

　
（
郡
山
市
安
積
町
）

●
主　

催

　

厚
生
労
働
省
福
島
労
働
局

　

公
共
職
業
安
定
所
、
福
島
県
、
郡
山
市

●
後　

援　

　
〝
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
〞セ
ミ
ナ
ー
実
行
委
員
会

　

郡
山
商
工
会
議
所

●
実
施
内
容

　

事
業
所
の
ブ
ー
ス
に
お
け
る
人
事
担
当
者
と

　

の
個
別
面
談
、
安
定
所
等
、
各
機
関
に
よ
る

　

職
業
相
談
・
情
報
提
供
等

●
そ
の
他

　

①
事
前
申
込
不
要
で
す
。
お
気
軽
に
お
越
し

　

く
だ
さ
い
。

　

②
参
加
事
業
所
は
開
催
１
週
間
前
に
、
福
島

　

労
働
局
Ｈ
Ｐ
上
で
公
開
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

厚
生
労
働
省
福
島
労
働
局
職
業
安
定
課

　

☎
０
２
４
ー
５
２
８
ー
０
３
６
６

従業員の退職金は中退共制度で
　

中
小
企
業
退
職
金
制
度（
中
退
共
）は
、
中
小
企
業
で
働
く
従
業
員
の
た
め
の
外
部

積
立
型
の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

【
特
徴
】●
退
職
金
の
管
理
が
簡
単
で
す
。

　
　
　

●
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

　
　
　

●
掛
金
は
、
法
人
企
業
の
場
合
は
損
金
、
個
人
企
業
の
場
合
は
必
要
経
費
と

し
て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
　
　

●
適
格
退
職
年
金
制
度
か
ら
中
退
共
制
度
に
移
行
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
中
退
共
事
業
本
部
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

　

☎
０
３―

３
４
３
６―

０
１
５
１

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp

　

こ
の
制
度
は
、
建
設
現
場
で
働
く
方
の
た
め
に
国
が
作
っ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

　

事
業
主
の
方
は
現
場
で
働
く
労
働
者
の
共
済
手
帳
に
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
金

と
な
る
共
済
証
紙
を
貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ
と
を
辞
め
た
と
き

に
建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う
業
界
全
体
の
退
職
金
制
度
で
す
。

【
加
入
で
き
る
事
業
主
】　

建
設
業
を
営
む
方

【
対
象
と
な
る
労
働
者
】　

建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

【
掛
金
】　

日
額
３
１
０
円

【
特
徴
】●
国
の
制
度
な
の
で
、
安
心
・
確
実
・
申
し
込
み
手
続
は
簡
単
で
す
。

　
　
　

●
経
営
事
項
審
査
で
加
算
評
価
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
　
　

●
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

　
　
　

●
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
法
人
は
損
金
、
個
人
で
は
必
要
経

費
と
し
て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
　
　

●
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金
は
民
間
企
業
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
建
退
共
福
島
県
支
部
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
建
設
業
退
職
金
共
済
事
業
福
島
県
支
部

　

☎
０
２
４―

５
２
３―

１
６
１
８

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.kentaikyo.taisyokukin.go.jp

知っていますか？建退共制度


